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工業所有権に関するトルコ共和国法律（目次） 

2016 年 12 月 22 日付 No.6769 2017 年 1 月 10 日官報 No.29944 掲載 
一部を除き、公布の日から施行 

 
 
総則 目的、範囲、定義及び保護の対象者（第 1 条ないし第 3 条） 
 第 1 編 商標（第 1 章ないし第 7 章） 
  第 1 章 商標権及び範囲（第 4 条ないし第 10 条） 
  第 2 章 出願及び異議（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 出願、優先権及び審査（第 11 条ないし第 16 条） 
   第 2 節 第三者の主張、異議及び異議の審査（第 17 条ないし第 21 条） 
  第 3 章 登録、保護期間及び更新（第 22 条及び第 23 条） 
  第 4 章 ライセンス（第 24 条） 
  第 5 章 権利の終了（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 無効及び取消し（第 25 条ないし第 27 条） 
   第 2 節 その他の終了事由及び効果（第 28 条） 
  第 6 章 商標権の侵害（第 29 条及び第 30 条） 
  第 7 章 証明商標及び団体商標（第 31 条及び第 32 条） 
 第 2 編 地理的表示及び伝統的特産品名（第 1 章ないし第 6 章） 
  第 1 章 地理的表示及び伝統的特産品名に対する権利（第 33 条ないし第 35 条） 
  第 2 章 出願及び異議（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 地理的表示及び伝統的特産品名の出願（第 36 条ないし第 39 条） 
   第 2 節 異議及び異議の審査（第 40 条） 
  第 3 章 登録及び変更要求（第 41 条ないし第 43 条） 
  第 4 章 権利の範囲、利用及び検査（第 44 条ないし第 49 条） 
  第 5 章 権利の終了（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 無効（第 50 条及び第 51 条） 
   第 2 節 権利及び義務の放棄（第 52 条） 
  第 6 章 権利の侵害（第 53 条及び第 54 条） 
 第 3 編 意匠（第 1 章ないし第 7 章） 
  第 1 章 意匠権及びその範囲（第 55 条ないし第 60 条） 
  第 2 章 出願、審査及び登録（第 1 節ないし第 4 節） 
   第 1 節 意匠出願、優先権及び審査（第 61 条ないし第 64 条） 
   第 2 節 登録及び公報（第 65 条及び第 66 条） 
   第 3 節 異議及び異議の審査（第 67 条及び第 68 条） 
   第 4 節 保護期間及び更新（第 69 条） 
  第 3 章 所有権及び侵奪（第 70 条ないし第 72 条） 
  第 4 章 職務意匠（第 73 条及び第 74 条） 
  第 5 章 ライセンス（第 75 条及び第 76 条） 



 

2 
 

  第 6 章 権利の終了（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 無効（第 77 条ないし第 79 条） 
   第 2 節 その他の終了事由及び効果（第 80 条） 
  第 7 章 意匠権の侵害（第 81 条） 
 第 4 編 特許及び実用新案（第 1 章ないし第 10 章） 
  第 1 章 特許権（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 特許の要件（第 82 条ないし第 84 条） 
   第 2 節 特許権の範囲（第 85 条ないし第 89 条） 
  第 2 章 出願、特許の授与及び異議（第 1 節ないし第 4 節） 
   第 1 節 出願及び優先権（第 90 条ないし第 94 条） 
   第 2 節 特許の授与（第 95 条ないし第 98 条） 
   第 3 節 異議及び異議の審査（第 99 条及び第 100 条） 
   第 4 節 保護期間及び年間手数料（第 101 条） 
  第 3 章 特許期間に係る事務（第 102 条ないし第 108 条） 
  第 4 章 所有権及び侵奪（第 109 条ないし第 112 条） 
  第 5 章 職務発明（第 113 条ないし第 122 条） 
  第 6 章 秘密特許及び追加特許（第 123 条及び第 124 条） 
  第 7 章 ライセンス（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 契約に基づくライセンス（第 125 条ないし第 128 条） 
   第 2 節 強制ライセンス（第 129 条ないし第 137 条） 
  第 8 章 権利の終了（第 1 節及び第 2 節） 
   第 1 節 無効（第 138 条及び第 139 条） 
   第 2 節 その他の終了事由及び効果（第 140 条） 
  第 9 章 特許権の侵害（第 141 条） 
  第 10 章 実用新案（第 142 条ないし第 145 条） 
 第 5 編 準用規則及び特則（第 1 章及び第 2 章） 
  第 1 章 準用規則（第 146 条ないし第 165 条） 
  第 2 章 特則（第 166 条ないし第 193 条） 
 


